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岡山県国民健康保険運営方針の改定について
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国保法に基づき平成２９年１１月に策定した本運営方針について、対象期間が令和２年度までであることから、

次期期間に向けて改定を行う。

令和３(2021)年度から令和５(2023)年度までの３年間

○保険料（税）水準の統一
・国の運営方針策定要領の改定による方向性を踏まえ、将来的な統一を目指して課題の整理や解決策の検討を行う

こととし、併せて、県内市町村における医療費水準の平準化を図るため、引き続き医療費の適正化の取組を促進

する。

○激変緩和措置
・制度改革による納付金制度への移行に伴い、納付金ベースの１人当たり保険料が一定水準を超えて上昇する市町

村を対象に行う、県繰入金等を活用した激変緩和措置について、将来的な終了に向けて措置対象額の段階的な縮

小を図る。

○医療費適正化の取組
・人生１００年時代を見据えた健康長寿社会の実現に向けて、保険者努力支援制度の強化等により予防・健康づく

りへの保険者機能強化が求められる背景を踏まえ、医療費適正化を積極的に推進する。

その他、保健医療サービス、福祉サービス等との連携（第８章）において、高齢者の保健事業と介護予防の一体的

実施に係る対応の反映 等

1 次期運営方針の期間

３ 主な改定内容
改定案の取りまとめに当たっては、市町村との協議や意見照会を重ねて検討を行い、

現況データや取組内容の時点修正のほか、主に次の内容について改定することとした。

令和２年 ８月２７日 第１回県国保運営協議会（諮問・改定素案審議）
９月～１０月 国保法に基づく市町村からの意見聴取

１１月２６日 第２回県国保運営協議会（改定案審議・答申）
１２月 改定運営方針の決定・公表

２ 改定スケジュール



市町村意見聴取の結果について
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※誤植、字句の修正に係る意見は除く（対応済）

番
号

該当箇所
意見、修文案等 市町村 回 答

章 項目

１
第
３
章

第２節「保険料（税）水準
の統一」

保険料（税）水準の統一については、保険料
（税）が急激に上がることがないよう、統一の時
期や統一後の保険料（税）水準について配慮し、
議論を重ね、統一前の周知期間を設けた上での統
一としていただきたい。

矢掛町
保険料水準の統一に係る今後の議論
に当たって、ご意見に配慮しながら
進めていくこととします。

２－ ー

現在、各自治体でマイナンバーカードの普及や令
和３年３月からマイナンバーカードが保険証とし
て利用できることを周知しているところである。
マイナンバーカードが保険証として利用できるよ
うになると医療保険の資格確認がスピーディに出
来たり、高齢受給者証や高額療養費の限度額認定
証などの書類の持参が不要になったり、保険者や
医療機関等の事務処理の効率化等につながる。
ついては、運営方針の中にマイナンバーカードの
保険証利用の推進、支援等を少し記載しておくの
はどうか。

津山市

「第７章 事務の広域的及び効率的
な運営の推進」において、マイナン
バーカードの被保険者証利用の前提
となるオンライン資格確認の説明と
併せて、マイナンバーカードの取得
促進に努める旨の記載をすることと
します。



改定素案からの修正箇所について
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※誤植、字句の修正は除く

番
号

該当箇所
修正の概要 備考

章 項目

１
第
７
章

第１節「事務の広域的及び効率
的な運営の推進」
２ 市町村事務処理標準システ
ムの導入促進及び岡山県クラウ
ドの構築

国民健康保険における市町村事務処理標準システムについては以前か
ら導入促進を図ることとしているものの、国のデジタル改革として、税、
年金、生活保護等、自治体における主要な業務を処理する情報システム
の標準化・共通化が検討されはじめたことを受け、この動向も踏まえな
がら推進していく旨を追記

県で追加

２
第
７
章

第１節「事務の広域的及び効率
的な運営の推進」

事項「４ オンライン資格確認及びマイナンバーカードの被保険者証利
用について」を追加
・令和２年度末からオンライン資格確認が運用開始され、医療機関
で個人単位での資格確認が可能となることから、失効被保険者証
の利用による過誤請求、高額療養費の限度額適用認定証の発行等
の削減といった市町村事務の効率化が図られる旨を記載

・これに併せて、マイナンバーカードも被保険者証として利用可能
となり、被保険者自身の特定健診情報や薬剤情報等の確認するこ
とも可能となることから、その取得促進に努める旨も記載

津山市意見を
反映



自治体の業務システムの統一・標準化について
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マイナンバー制度及び国と
地方のデジタル基盤抜本改
善ワーキンググループ

（令和2年9月25日）資料



オンライン資格確認について①
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令和３年３月から、被保険者証の記号番号等またはマイナンバーカードのＩＣチップにより、医療機関・薬局の窓

口においてオンラインで直ちに資格確認ができる。

厚生労働省資料



オンライン資格確認について②
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厚生労働省資料



マイナンバーカードについて
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策定の趣旨等 構成 概 要

岡山県国民健康保険運営方針各章の主な改定内容

県国保運営方針＝県内の統一的な運営方針として策定

〇 持続可能な国
保制度となるよ
う制度を安定化

〇 県と市町村が
一体となって国
保事業を共通認
識で実施

〇 市町村が引き
続き担う事務の
共同化、効率化
の推進

対象期間：３年間
（平成30～令和2年度）

３年ごとに見直し
⇒次期(令和３～５年度)

第２章 国民健康保険の財政
運営の考え方

第３章 納付金及び標準保険
料（税）の算定方法

第４章 保険料（税）徴収の
適正な実施

第５章 保険給付の適正な
実施

第６章 医療費適正化の取組

第７章 事務の広域的・効率
的な運営の推進

第８章 保健医療・福祉
サービス等施策との連携

第９章 国保運営における
必要な措置

○被保険者数及び世帯数等の状況 ○医療費の動向及び将来の見通し
○国保財政運営の現状 ○赤字解消・削減取組及び目標年次

○保険料（税）水準の統一 ○納付金の算定方法（医療費水準の反映等）
⇒将来的に目指すこととし、今後課題等の整理、解決に向けた検討を行う。

○激変緩和措置 ○標準保険料（税）の算定方法

⇒経過的な対応であることを踏まえ、将来的な終了に向けて段階的な縮小を図る。

○現状（収納率の推移等） ○収納対策

○県による保険給付の点検 ○レセプト点検の充実強化 ○療養費の支給の適正化
○第三者行為求償事務の取組強化

⇒覚書に基づく損保代理店からの傷病届の作成・提出代行に対する県の働きかけの実施
⇒交通事故に係る第三者直接求償事務に係る国保連への委託範囲の拡大の検討

⇒人生１００年時代を見据えた健康長寿社会の実現、保険者努力支援制度の拡充など、保険者の予防
・健康づくりの推進が求められる背景を踏まえ、医療費適正化を積極的な推進を図る。

○現状

⇒保険者努力支援制度に合った現状分析（重症化予防、がん検診、歯科検診の追加記載）
○医療費適正化に向けた取組

⇒ナッジ理論を活用した特定健診受診勧奨、重症化予防に係る人材育成の研修会・資材作成等の支援

○保険者事務の共同実施 ○県による審査支払機関への診療報酬の直接支払
○市町村事務処理標準システムの導入促進

⇒サーバー等と共同利用する県クラウドの構築による導入支援
○オンライン資格確認及びマイナンバーカードの被保険者証利用について

○保健医療サービス及び福祉サービス等との連携に関する取組

⇒高齢者の保健事業と介護予防の取組の一体的実施

○県国民健康保険運営方針等連携会議の設置 ○県国民健康保険団体連合会との連携

第１章 基本的事項

Ｐｌａｎ
（計画）

Ｃｈｅｃｋ
（評価）

Ｄｏ
（実施）

Ａｃｔｉｏｎ
（改善）

10

その他、各章共通で現況デー

タや取組内容の時点修正
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岡山県国民健康保険運営方針改定のポイントについて

１ 保険料（税）水準の統一

・国の方針及び他県の動向を踏まえながら、将来的な統一に対応できるよう、引き続き医療費の適正化等の取組

を進めるとともに、課題の共有や解決策の検討を行う。

２ 激変緩和措置

・制度改革による財政運営の仕組みの変更に伴い、保険料が急激に上昇する可能性のある市町村を対象に行う、

県繰入金等を活用した激変緩和措置（経過措置）について、前期高齢者交付金の市町村単位精算が平成31年度

算定で終了し、令和２年度算定において制度改革後の国保納付金のベースが明らかとなったことに鑑み、今後、

同措置の終了に向けて計画的・段階的な対応を検討する。

３ 医療費適正化の取組

・保険者努力支援制度の拡充を通じて、保険者の予防・健康づくりの推進が求められている状況を踏まえ、同制

度における評価指標に合った現状分析（重症化予防、がん検診、歯科検診の追加記載）や医療費適正化に向けた

取組の更なる強化を図る。

なお、改定作業に当たっては、国が令和元年度内に改定予定とする「国保運営方針策定要領」及び「納付金算

定ガイドライン」の反映についても検討を行う。

令和元年度第２回 岡山県国民健康保険運営協議会資料

（保険料水準の統一に向けた検討）

○保険料率については、市町村ごとの医療費水準や医療提供体制に差があることに留意しつつ、将来的には、都道

府県での保険料水準の統一を目指すこととし、また、地域の実情に応じて、二次医療圏ごとに保険料水準を統一

することも可能としている。

都道府県国民健康保険運営方針策定要領（抜粋）：令和２年５月改定

参 考



運営方針改定に係るスケジュール（まとめ）
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令和元年度

２月 第２回運営協議会

令和元年度の取組状況報告

改定ポイントの審議

令和２年度

４～８月 改定素案作成

※連携会議での検討ほか、随時、ＷＧでの協議や意見照会を行い、作成

５月 【国】「国保運営方針策定要領」及び「納付金算定ガイドライン」の改定予定

８月27日 第１回運営協議会

運営方針改定に係る諮問、改定素案の審議

９～10月 市町村法定意見聴取

11月26日 第２回運営協議会

改定案の審議、運営方針改定に係る答申

12月 改定運営方針の決定・公表（予定）

２月 第３回運営協議会（予定）

改定運営方針に基づく令和３年度納付金等算定結果の報告

令和３年度

４月～ 改定（次期）運営方針 対象期間

参 考



２ 令和２年度前期の医療費等の動向
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31,000

32,000

33,000

34,000

35,000

36,000

37,000

38,000

３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月

Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２

１人当たり医療費の推移
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(円)

令和２年５月に大きな減少が見られたが、
その後は平年並の水準で推移している。



11,500

12,000

12,500

13,000

13,500

14,000

14,500

15,000

３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月

Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２

医療費の推移①
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（岡山県国民健康保険団体連合会：医療費動向調査（速報値））

被保険者数の減少により医療費総額は年々減少傾向にあるものの、
令和２年度では、新型コロナウィルス感染症の影響により、５月に大
きな減少がみられたが、その後平年並みの傾向に戻っている。

(百万円)



被保険者数 未就学
未就学を除く
70歳未満

70歳以上
75歳未満
（一般）

70歳以上
75歳未満（現役
並み所得者）

計

R２ ３月 8,975 258,830 101,154 5,445 374,404
４月 7,969 262,374 101,702 5,620 377,665
５月 8,003 260,974 102,039 5,702 376,718
６月 8,006 259,424 102,289 5,789 375,508
７月 8,087 258,259 102,229 5,863 374,438
８月 8,149 256,890 103,248 5,216 373,503
９月 8,209 255,512 103,644 5,333 372,698

薬剤の
支給

前年同月比

未就学
未就学を除
く70歳未満

70歳以上
75歳未満
（一般）

70歳以上
75歳未満
（現役並み
所得者）

計

R２ ３月 0.85 1.06 1.10 1.03 1.08
４月 0.72 1.00 1.04 1.01 1.02
５月 0.54 0.95 0.97 0.91 0.97
６月 0.75 1.02 1.03 1.02 1.04
７月 0.77 1.00 1.01 0.92 1.02
８月 0.77 0.97 0.96 0.91 0.97
９月 0.65 0.97 0.98 0.98 0.98

入院

前年同月比

未就学
未就学を除
く70歳未満

70歳以上
75歳未満
（一般）

70歳以上
75歳未満
（現役並み
所得者）

計

R２ ３月 0.85 0.99 0.98 0.95 0.99
４月 0.64 0.95 0.93 1.29 0.96
５月 0.57 0.93 0.85 1.20 0.91
６月 0.84 1.00 0.94 0.87 0.98
７月 1.06 0.99 0.94 0.98 0.98
８月 0.95 0.98 0.97 0.85 0.98
９月 1.03 1.00 1.01 1.34 1.02

医療費の推移②

16

未就学：各分類で概ね継続して減少がみられる

70歳未満(未就学除く)：
70～74歳(一般)：

確定点数又は確定費用額（点）

＜参考＞

※被保険者減少率を考慮した前年同月比

入院外、歯科で５月に10%以上の
減少も、その後は前年並みに推移

（岡山県国民健康保険団体連合会：医療費動向調査（速報値））

（国民健康保険毎月事業状況報告書）

入院外

前年同月比

未就学
未就学を除
く70歳未満

70歳以上
75歳未満
（一般）

70歳以上
75歳未満
（現役並み
所得者）

計

R２ ３月 0.78 0.99 1.01 0.92 1.00
４月 0.71 0.94 0.93 0.95 0.95
５月 0.55 0.85 0.86 0.84 0.86
６月 0.75 1.03 1.00 1.04 1.03
７月 0.78 0.97 0.94 0.96 0.97
８月 0.80 0.97 0.94 0.97 0.97
９月 0.75 1.02 0.99 1.01 1.01

歯科

前年同月比

未就学
未就学を除
く70歳未満

70歳以上
75歳未満
（一般）

70歳以上
75歳未満
（現役並み
所得者）

計

R２ ３月 0.94 0.98 0.94 1.04 0.97
４月 0.85 0.93 0.90 0.92 0.93
５月 0.82 0.87 0.83 0.87 0.86
６月 0.82 1.03 1.03 1.00 1.03
７月 0.93 0.97 0.98 1.04 0.98
８月 0.94 1.05 1.03 1.10 1.05
９月 1.13 1.05 1.05 1.16 1.06



411,360 

415,860 
413,781 

411,930 
410,603 

408,934 
407,352 407,089 

405,739 
403,941 

402,654 
400,812 

399,246 

403,375 
401,467 

399,778 398,788 
397,132 

395,820 395,023 
393,212 

391,391 
390,095 

388,110 
386,583 

390,357 
388,455 

386,786 
385,064 

383,454 
381,494 380,877 

379,490 
377,898 

376,644 
375,015 374,404 

377,665 376,718 
375,508 

374,438 373,503 372,698 

360,000

370,000

380,000

390,000

400,000

410,000

420,000

３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月

Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２

(人)

一般被保険者数の推移

17

令和２年度は、昨年度以前に比べて減少傾向が緩やか

（国民健康保険毎月事業状況報告書）
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被保険者の移動増減（国保加入－国保離脱）の推移

18

昨年度以前に比べて被保険者数の減少が緩やか

※移動増（国保加入）：転入、社保離脱、生保廃止、出生 等
移動減（国保離脱）：転出、社保加入、生保開始、死亡、後期高齢加入 等

（国民健康保険毎月事業状況報告書）

(件）



2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月

Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２

社保離脱→国保加入の推移

19

移動増の大きなシェア（約７割）を占める社保離脱からの国保加入については、
昨年度以前との変化はみられない。

（国民健康保険毎月事業状況報告書）

(件）
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国保離脱→社保加入の推移

20

移動減の大きなシェア（約５割）を占める社保加入は、
昨年度以前に比べて減少

(件）

（国民健康保険毎月事業状況報告書）
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国保離脱→後期高齢者医療制度加入の推移

21

(人）

（国民健康保険毎月事業状況報告書）

社保加入とともに移動減の大きな事由である後期高齢者医療制度の加入
については、７５歳へ移行する人口が、昨年度以前に比べて少ない。



３ 令和２年度国保制度運営のスケジュール
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国保制度運営に係る令和２年度のスケジュール

区
分

令和２年

５月 ７月 ９月 12月
令和３年

１月 ２月

国

運営
協議

会

連携

会議

県

市
町

村

公費の在り方等提示
7月下旬

仮係数等提示
10月末

確定係数等提示
12月末

第１回

(5月25日)
第３回

（11月10日）

第４回

（1月下旬）

納付金等仮算定
（11月上旬） 納付金等公表

（１月下旬）

当初予算額

（2月中旬）

第３回
（2月下旬）

【納付金、予算等】

国保事業費納付金納入（８月～３月）

報告

当初予算要求額

（1月中旬）

第２回

（8月3日）

連携会議作業部会（WG）の開催（4月～3月）
令和元年度の総括、運営方針改定案の検討、納付金算定に係る事項、事務共同化等の検討

決算報告

(10月中旬)

令和３年度保険者努力
支援制度自己評価

第２回
（11月26日）

【改定案答申等】

第１回
（8月27日）

【保険料、決算、改定素案等】

運営方針
改定

公費の在り方等の検討

保険料率検討・市町村運営協議会開催・予算措置・条例改正等

【改定版】運営方針
策定要領、納付金ガ
イドライン ５月
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